
平成19年度地域健康危機管理研究事業採択課題一覧表  

番号  研究類型  研究者等名   所属機関   採択課題名   研究 開始  
年度   

年度   
一般公募型   

曽根 智史  国立保健医療科学院  公衆衛生医師等の専門的能力の構築とその向上に資する教育  17  19   研修プログラムの開発に関する研究   6，000  

2  佐伯 和子  北海道大学医学部  保健師指導者の育成プログラムの開発   17  19   3，000   

烏帽子田 彰  広島大学大学院  市町村合併に伴う地域保健事業および自治体事務の影響評価と  
3  

医歯薬学総合研究科   今後の効率的推進策に関する研究一市町村保健事業（保健師 業拝）評価指標の開発および同指針の作成～  17  19   5，000   

国立保健医療科学院  
4  緒方 裕光   研究情報センター情報評  

する調査研究   17  19   3，000   
価室   

5  田中 智之  堺市衛生研究所   健康危機発生時の地方衛生研究所における調査及び検査体制 の現状把握と検査等の精度管理の体制に関する調査研究  17  19   7，200   

6  
大井田 隆  日本大学医学部   自然災害発生後の2次的健康被害発生防止及び有事における健 康危機管理の保健所等行政機関の役割に関する研究  17  19   6，000   

7  舟橋 信  （財）未来工学研究所技 術・国際関係研究セン タ 6，000   
ー   

8  藤原 正弘  （財）水道技術研究セン クー  健全な水循環の形成に資する浄水・管路技術に関する研究   17  19   40，001   

9  中村 文雄  （財）給水工事技術振興財 団  給水末端における水質および給水装置・用具機能の異常監視と 管理に関する研究  17  19   
6，000   

10  国包 章一  国立保健医療科学院 水道工学部  残留塩素に依存しない水道の水質管理手法に関する研究   17  19   11，050   

池田 耕一  国立保健医療科学院 建築衛生部  建築物衛生における健康危機管理のあり方に関する研究   17  19   10，500   

12  北Jll定謙  （財）日本公衆衛生協会  健康危機管理体制の評価指標、効果の評価に関する研究   18  20   39，000   

13  
土井 徹  国立保健医療科学院  健康危機発生から原因特定に至る初動時の個人情報の利用と  18  19   †呆諸に関する研究   5，000  

14  橘 とも子  国立保健医療科学院  健康危機管理体制の評価指標、効果の評価および人材育成に   
人材育成部   係る8【ラーニングプログラムの開発評価に関する研究   18  20   3，000  

15  東京大学大学院   地域の健康危機管理を担う保健所職員等の貸賃向上に関する  18  20   

佐藤 元  研究   3，000  

16  
東京医科歯科大学大学  卒前教育・卒後臨床研修における公衆衛生医師の専門技能評価  18  20   

高野 健人  と育成手法等に関する調査研究   5，625  
医歯学総合研究科  

17  秋葉 道宏  国立保健医療科学院 水道工学部施設工学室  飲料水に係る健康危機の適正管理手法の開発に関する研究  18  20   4，550   

18  麻布大学大学院  
早川 哲夫   環境衛生政策専攻   水安全計画による貯水槽水道の管理水準の向上に関する研究  18  20   5，000   

－9 小畑 美知夫  （財）ビル管理教育セン ター  建築物の衛生的環境の維持管理に関する研究   18  20   27，000  



研究   
番号  研究類型  研究者等名   所属機関   採択課題名  開始  

年度   

一般公募型   
20  岸 玲子  北海道大学大学院 医学研究科  シックハウス症候群の実態解明及び具体的対応方策に関する研 究  18  19   21，000  

21  相澤 好治  北里大学医学部   
シックハウス症候群の診断・治療法及び具体的対応方策に関す   18  20   

る研究  13，959  

22  秋山 一男  国立病院捜構相模原病 院  シックハウス症候群の診断・治療法及び具体的方策に関する研 ウわ  18  20   チし  21，000  
臨床研究センター  

23  河原 和夫  東京医科歯科大学大学  地域横断的な健康危機管理体制の機能分化のあり方．評価指  19  21   標、効果の評価に関する研究  10，000  

24  今村 知明  東京大学医学部付属病  通信連絡機器を活用した健康危機情報をより迅速に収集する休  19  21   9，000  

25  
今井 博久  国立保健医療科学院疫  グロー／くル社会に対応した健康危繊サーベイランスシステムニ情   

学部   報分析・グレーディング手法の開発と評価  19   20   8，000  
′  

26  大日 康史  国立感染症研究所感染  地域での健康危捜管理情報の早期探知、行政機関も含めた情  19  21   
症情報センター   報共有システムの実証的研究  

9，400  

27  小西 かおる  昭和大学保健医療学部  在宅重症療養患者にかかる緊急・災害時の支援体制の構築に 関する研究  19  20   3，600  

28  春山 早苗  自治医科大学看護学部  結核・感染症の発生に備えた保健所保健師の平常時体制づくリ 並びに現任教育プログラムの開発に関する研究  19  20   4，500  

29  尾島 俊之  浜松医科大学医学部  地域における健康危機管理におけるボランティア等による支援体 制に関する研究  19  21   5，000  

30  高橋 邦彦  国立保健医療科学院技  地理・時間情報を加味した突発的・集中的な健康危機事象の発  19  20   生を早期発見するための統計手法に関する研究  5，000  

31  浅見 泰司  東京大学空間情報科学  地域の社会情報及び地理情報を加味した健康危機情報の分析  19  21   
研究センター   と支援システムに関する調査研究  

9，000  

32  西田 まなみ  広島大学技術センター  健康危機発生時の迅速なる検査体制および原因究明に向けた 連携体制構築に関する研究  田  21   7，500  

33  吉村 健清  福岡県保健環境研究所  地域における健康危機に対応するための地方衛生研究所機能 強化に関する研究  19  21   10，000  

34  松井 佳彦  北海道大学大学院工学 研究科  飲料水の水質リスク管理に関する統合的研究   19  21   60，030  

35  西村 哲治  国立医薬品食品衛生研  水道水異臭被害を及ぼす原因物質の同定・評価および低減技術  19  21   
究所環境衛生化学部  に関する研究  7，000  

36  倉 文明  国立感染症研究所細菌  迅速・簡便な検査によるレジオネラ対策に係る公衆浴場等の衛  19  21   生管理手法に関する研究  23，840  

37  遠藤 卓郎  国立感染症研究所寄生 動物部  公衆浴場におけるレジオネラの消毒方法に関する研究   19  21   13，500  

38  
鈴木 元  国立保健医療科学院生 活環境部  屋内ラドンによる健康影響評価および対策に関する研究   19  21   16，000   

若手育成型   
39  中久木 康一  東京医科歯科大学  大規模災害時における歯科保健医療の健康危機管理体制の積 築に関する研究  19  21   2，000  

40  鈴木 友理子  国立精神・神経センター 精神保健研究所  健康危機管理体制における精神保健支援のあり方に関する研究  19  21   2，000   

計  457．255  



平成19年度健康危機管理・テロリズム対策システム研究事業 採択課題一覧表  

研究 開始  
番号  研究類型  研究者等名   所属機関   採択課題名  年度   

年度   

一般公募型   
大友 康裕  東京医科歯科大学大学院医歯 学総合研究科  健康危機管理における効果的な医療体制のあり方に関する研究  19  21   8，000  

2  辺見 弘   国立病院機構災害医額センター  健康危棲・大規模災害に対する初動期医療体制のあり方に関す る研究  19  21   9，500  

′くイオテロの曝露状況の推定、被害予測・公衆衛生的対応の効  

3  岡部 信彦  国立懸染症研究所感染症情報 センター   果評価のための数理モデルを利用した天然痘ワクチンの備蓄及 び使用計画に関する研究  19  21   10，000  

4  中島 一敏  国立慾染症研究所感染症情報 センター  改正国際保健規制への対応体制構築に関する研究   19  21   3，000  

5  近藤 久禎  日本医科大学付属病院高度救  国際連携ネットワークを活用した健康危機管理体制構築に閲す  19  21   る研究  4，500  

6  吉川 葉子  慶應義塾大学商学部   
健康危機管理におけるクライシスコミュニケーションのあり方の検   19   

討  20   3，737   

計  38．737  



厚生労働省健康危機管理体制のイメージ図  
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参考資料3  

科 発 第  

医改発第  
健 発 第  

薬食発第  

食安発第  

平成15年  

号
号
号
号
号
目
 
 
 

1215002  

1215002  

1215001  

1215001  

1215001  

12月15  

都道府県知事  

政令市長  

特別区長  

厚生労働省大臣官房厚生科学課長  

医政局長  

健康局長  

医薬食品局長  

医薬食品局食品安全部長  

国内でのテロ事件発生に係る対応について  

国内におけるテロ事件発生に関する対応につきましては、「国内でのテロ事件発生に  

係る対応について（平成15年3月20日付科発第0320002号等連名通知）」をはじめ  

とする各種の通知等を行ってきたところでありますが、現下のテロ情勢、とりわけ最近  

におけるイラクをはじめとする中東地域等のテロ情勢に鑑み、平成15年12月  

12日にテロ対策関係省庁会議により別添1の事項が確認されたところであり、改め  

て、これらのテロ情勢に的確に対応し、万全を期する必要があります。   

ついては、最近の制度改正等施策の推進を踏まえ、別添2のとおり「国内でのテロ事  

件発生に係る対応について」を改めて取りまとめましたので、貴職におかれましては、  

本対応について十分留意の上、再点検していただくとともに、適切な体制整備をよろし  

くお願いいたします。   



別添1  

平成15年12月12日  

テロ対策関係省庁会議における確認事項  

現下のテロ情勢を踏まえ、関係省庁が一体となって、テロ関連情  

報の収集・分析に努めるとともに、情報を十分に提供して国民の理  
解と協力を得つつ、次のような対策等の一層の徹底を図ることが確  
認された。   

＜海外に渡航一滞在する日本人の安全対策＞  
情勢に応じ随時、渡航情報の発出等による海外に渡航・滞在  

する日本人、海外進出企業、旅行業者、NGO等に対する注意  
喚起の実施  

海外邦人安全対策に関する海外進出企業や在留邦人に対する  
セミナー等による安全対策の啓発  

在外公館の警備強化   

＜テロ防止のための水際対策の強化＞  
○ 国際空港・港湾における危機管理体制の強化  

空港・港湾保安委員会の設置・活用  

内閣官房に水際危機管理チームの設置  
枢要な国際空港・港湾に空港・港湾危機管理官の設置等  

○ 出入国管理等の強化  
関係機関との情報交換、連携強化による厳格な出入国審査、  

通関検査の実施  

偽変造旅券等鑑識体制の強化  

主要空港のトランジットエリアのパトロール強化  

港湾等における外国貿易船等の海上からの監視の強化  
○ ハイジャック対策等の強化  

空港保安体制を最も厳しいフェーズE（最高レベル）で維持  

空港警備の強化   

＜重要施設の警戒警備等＞  

警察、海保等による原発等我が国重要施設、米国等関連施設、  
公共交通機関等に対する警戒警備の強化  

鉄道等の公共交通機関、大規模イベント会場等多数人の集ま  
る施設、ライフライン施設の管理者等による自主警備の強化  

核物質、放射性同位元素、化学剤、生物剤等の危険物質の管  
理者による自主管理の強化  

以上  

ユ．   



別添2  

国内でのテロ事件発生に係る対応について   

第1 救急医療の確保及び医薬品供給に関する対応について  

1．事件発生に備えた事前対処  

（1）災害発生に備えた救急医療体制の点検  

テロ事件等発生時に、医療機関等において適切な対応が遅滞なく行われるよう、   

各地域における災害拠点病院や救命救急センターを中心とした災害・救急医療体制   

について点検を行うとともに、必要に応じ見直しを行うこと。   

（2）災害発生に備えた情報連絡体制の点検・確認  

広域災害・救急医療情報システムに登録されている医療機関等の連絡先（担当者、  

eLmailアドレス、電話番号、FAX番号等）を確認し、危機の状況に応じて、同シス  

テムの運用レベルに変更がありうることを認識し、必要情報の迅速な入力等につと  

めること。  

なお、広域災害・救急医療情報システムの未導入県においては、当該県において  

整備した救急医療情報システムヘの情報入力を適時行う等、災害発生に備えた情報  

伝達体制を確認願いたい。   

（3）災害発生に備えた医薬品の備蓄  

平素から災害拠点病院等においては、常時応急用医薬品を備蓄しているところで  

あるが、内容を点検し、期限切れ医薬品等については適宜更新を実施することによ  

り、即応体制の構築に備えられたい。   

（4）医薬品等の安定供給の確保  

都道府県が策定している「医薬品等の供給、管理等のための計画」により、国と  

医薬品等関係団体及び都道府県等との連絡網が構築され、テロ事件等発生時には、  

必要な医薬品等の供給・管理が可能な体制を整備しているところであるが、これを  

再点検し、適切な体制整備を図られたい。   

（5）医薬品等健康危機管理実施要領の活用  

医薬品、医療用具等（医薬品、医療用具、医薬部外品及び化粧品）による健康被  
害の発生を未然に防止するとともに、健康被害が発生した場合の当該健康被害の拡  

大を防止することを目的として、平成9年3月31日、「医薬品等健康危機管理実   

施要領」を制定している（最終改訂平成13年4月18日）ことから、各位におけ  

る危機管理対策において適宜、参考にされたい。   

2．事件発生時の対処  

（1）通常とは異なる重症患者等の把握に関する情報提供の依頼  

かねてより国立病院・療養所、労災病院等に対して、通常とは異なる患者等を把  
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握した場合には、既存の情報伝達経路を通じ、迅速に厚生労働省に報告するよう指  

示しているところである。都道府県等においても、管下医療機関において通常とは  

異なる重症患者等を把握した際には、早期に報告を受け、厚生労働省に報告すると  

ともに、適切に対応するようお願いする。   

（2）NBCテロ事件発生時の事態対処について  

都道府県衛生主管部（局）長宛に、テロ事件等発生時の消防及び警察等、関係機  

関間の連携の確保による効果的な現場対処の観点から、救助・救急搬送、救急医療  

及び原因物質の特定並びに除染について「NBCテロ対処現地関係機関連携モデル  

（平成13年11月30日医政指発第66号）」が発出されているので、これを参  

考として、関係機関と連携して事態に適切に対応されたい。   

（3）緊急に輸送の必要がある医薬品等の国内輸送の円滑化  

平成13年の米国同時多発テロ発生時には、国土交通省により、国内航空輸送貨  

物について、 空港において24時間荷積みせず留置し、点検強化する措置がとられ  

たが、日本赤十字社の輸送する核酸増幅（NAT）検査用検体や同社血液センター  

間で輸送する輸血用血液製剤について、緊急に航空輸送する必要があるため、輸送  

に支障がないよう国土交通省及び日本赤十字社と調整を図ったところである。  

その結果、現在は日本赤十字社職員が空港に出向いて内容物を安全な物と直接証  

明する手続きは解除されているが、貴都道府県内で、日本赤十字社の輸送に係る血  

液製剤以外の抗毒素その他の医薬品で緊急に航空機で輸送する必要があるものが  

ある場合は、厚生労働省医薬食品局血液対策課あて連絡されたい。   

第2 化学テロに関する危機管理の対応について  

1．テロ事件発生に備えた事前対処  

（1）毒物劇物の管理強化  

毒物又は劇物によるテロの未然防止について、「毒物及び劇物の保管管理につい  

て（昭和52年3月26日薬発第313号）」、「毒物及び劇物の適正な保管管理  

等の徹底について（平成10年7月28日医薬発第693号）」及び「毒劇物及び  

向精神薬等の医薬品の適正な保管管理及び販売等の徹底について（平成11年1月  

13日医薬発第34号）」に掲げる事項を、毒物劇物営業者、特定毒物研究者、業  

務上取扱者（毒物及び劇物取締法第22条第5項に定める者を含む。）に対し改め  

て点検するよう関係業者、団体等への指導を徹底すること。   

（2）化学物質の分析に要する機材、及び除染設備、防護服等の配備  

化学剤による災害等に関しては災害拠点病院と救急救命センターに、検査機器・  

機材等の整備を因っているが、今後とも稼働及び保管状況を把握するとともに、必  

要な資機材等の確認を行うこと。また、除染設備や防護服等も適切な稼働状態を確  

保すること。   

（3）化学剤等に関する一般情報と対処要領等  

テロに使用される可能性の高いと考えられる化学剤等に関する情報については、  

日頃から必要な情報を得るとともに、住民・関係者への周知を図られたい。また、   



日頃からテロ事件発生時に対処可能な体制づくりに努められたい。   

2．事件発生時の対処  

事件発生時には、（財）日本中毒情報センターの保有する中毒情報データベース   

システムから治療等に関する必要な情報を得ることができる。  

上記「NBCテロ対処現地関係機関連携モデル（平成13年11月30日区政指  

発第66号）」は、特に化学災害事案への対応を想定して作成されたものであるこ  

とから、これを十分踏まえ対応するとともに、広域災害・救急医療情報システムを  

有効に利用し、患者の受け入れ体制構築と必要な医療提供を促進し、事態に適切に  

対処されたい。  

また、毒物劇物がテロに使用され、当該物質名等が特定された場合には、毒物劇  

物情報データベースを活用し、毒物劇物の物性・応急措置方法等について消防機関  

等関係機関へ情報提供を行うとともに、関係機関と連携し危害の拡大を防止するこ  

と。   

第3 生物テロに関する危機管理の対応について  

1．事件発生に備えた事前対処  

（1）病原性微生物等の管理強化  

生物剤を利用したテロ事件発生を防止する観点から、「病原性微生物等の管理強  

化について（平成13年10月15日科発第456号等連名通知）」に従い、所管  

の機関の病原性微生物等の適切な管理を図られたい。  

なお、病原性微生物等の管理強化については、特に注意喚起を行っていただくた  

め、別途、衛生主管部（局）長あて改めて通知を発出するので了知願いたい。   

（2）感染症発生動向調査の励行と分析の強化  

感染症の発生情報については「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関  

する法律の施行に伴う感染症発生動向調査事業の実施について（平成11年3月1  

9日健医発第458号）」及び「感染症法に基づく医師から都道府県等への届出の  

ための基準の改正について（平成15年11月5日健感発第1105006号）」により  

正確な把握と分析をお願いしているところである。感染症発生動向調査の対象とな  

る感染症には、エボラ出血熱等のウイルス性出血熱（→類）、ペスト（一類）、天  
然痘（痘そう）（一類）、炭症（四類）、野兎病（四類）、ボツリヌス症（四類）  
等の生物テロによる感染被害が危倶されている感染症が含まれており、これらの感  

染症については、診断を行った医師から直ちに届出が行われることになるので、生  

物テロへの対応という観点からも、本動向調査の適切な実施をお願いしたい。なお、  

平成12年12月25日よりWISH－NET上で運用を開始した「定点把握感染  
症の注意報・警報システム」等も活用する等、地方感染症情報センターにおける本  

動向調査結果の解析・分析を強化し、異常な動向の早期把握に努められたい。   

（3）住民や医療関係者への情報の提供・公表  

感染症発生動向等関連情報は、国立感染症研究所のホームページ  

（http‥／／www．nih．go．jp／niid／index．html）、「動物由来感染症を知っていますか」  

（http：／／www．forth．go．jp／mhlw／animal／）「海外渡航者のための感染症情報」  
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（http：／／www．forth．go．jp／）等に掲載しているので参考とするとともに、住民・  

関係者への周知を図られたい。   

2．事件発生時の対処  

（1）異常な発生動向を認めた場合の対応  

明らかに異常な感染症の発生動向を認めた場合には、最寄りの保健所に届出を行  

うと同時に、国立感染症研究所感染症情報センターへ直ちに情報提供を行い、また、   

感染の原因等を究明し、迅速かつ適切な対策をとられたい。この場合、「積極的疫  

学調査の実施等について（平成11年3月30日健医感発第47号）」を踏まえた  

対応を願うとともに国の支援を要請することも検討されたい。   

（2）異常な感染症が発生した場合の対応  

救命救急センターー、災害拠点病院等に対し、感染者（感染の疑われる者を含む）  

を診察した場合には、直ちに最寄りの保健所に届出を行うと同時に、国立感染症研  

究所に情報提供を行うよう要請しているところである。  

各都道府県においても、異常な感染症が発生した場合には、「感染症の予防のた  

めの施策の実施に関する計画」（以下「感染症予防計画」という。）を再点検する  

とともに「感染症指定医療機関の指定について（平成11年3月19日健医発第  

457号）」、「感染症の患者の搬送に関する手引きについて（平成11年3月3   

1日健医感発第50号）」、「一類感染症、二類感染症及び三類感染症の消毒・滅  

菌に関する手引きについて（平成11年3月31日健医感発第51号）」等を再確  
認の上、当該感染症に対する治療及びまん延防止のため適切な対応を図られたい。   

（3）病原体確認疲査の強化  

異常な感染症の発生に関連すると思われる病原体を地方衛生研究所等が検出し、  

又は検出が疑われる場合、国立感染症研究所に相談の上、同研究所に検体を送付し、  

確認を行われたい。   

（4）炭症菌等の汚染のおそれのある場合の対応について  

炭症菌等の汚染のおそれのある郵便物等の取扱方法等に関わる留意事項につい  

ては、「炭症菌等の汚染のおそれのある郵便物等の取扱いについて（平成13年1  

0月18日科発467号等連名通知）」、炭症菌等の汚染のおそれのある場所に居  

合わせた住民等に対する情報提供、医療機関の確保、炭症菌等の汚染に対する消毒  

方法等及び化学剤への対応等については、「炭症菌等の汚染のおそれのある場合の  

対応について（平成13年11月16日科発第509号等連名通知）」に整理して  
あるので、これを参考に適切に対応されたい。   

（5）感染症の適切な診断・治療  

「感染症の診断・治療ガイドライン（平成11年厚生省保健医療局結核感染症課   

・日本医師会感染症危機管理対策室監修）」、追補・改訂版として取りまとめられ  

た診断・治療ガイドライン（炭症、天然痘、野兎病、ボツリヌス）、及び天然痘CD－ROM  

（「天然痘の症状、診断およびワクチンについて」）、「天然痘対応指針（第四版）  

（平成15年5月27日）」の周知、感染症指定医療機関等の感染症に対する専門   



的な知見を有する者との協力により感染症の適切な診断・治療の確保を図られた  

い。   

（6）生物剤として使用される可能が高いと考えられる感染症  

テロに使用される可能性が高いと考えられる病原体等による疾病の概要、治療等  

については、上記ガイドラインの他、厚生労働省ホームページの「生物兵器テロの  

可能性が高い感染症について  

（http：／／www．mhlw．go．jp／houdou／0110／hlO15岬4．html）」等においてまとめている  

ので参考にされたい。   

第4 水道に関する危機管理の対応について  

1．事件発生に備えた事前対処  

（1）水道施設の警備等  

水道施設については、水源監視の強化、浄水場、配水池等の水道施設の警備の強   

化、防護対策の確立を図り、バイオアッセイ等による水質管理を徹底すること。ま   

た、水道施設関係者等の管理の一環として、来訪者、施設出入業者の管理の徹底を   

図ること。併せて、施設の現状把握を行い、備品、薬品等の管理、また、施設関係   

図面等の管理の徹底など情報管理に努めること。  

また、安全な水道水を利用者に供給するためには、水道事業者等による危機管理  

対策の徹底と併せて、貯水槽水道の管理等も強化する必要がある土とから、貯水槽  

水道の設置者や利用者に対しても、広報等を通じた注意喚起に努めること。   

（2）情幸糾文集、連絡体制等の確立  

緊急時対応の体制の確立の観点から、一般住民からの連絡窓口を設定し関係情報   

の周知を図り、情事剛文集に努めること及び緊急時における水道事業体内外の関係者   

に対する連絡体制を確立すること。  

また、給水停止措置等の緊急対応の指揮命令系統を明確化し、対応の迅速化等に   

努めること。さらに、応急復旧体制や応急給水体制も含めて緊急事態への対応体制  

を確立するとともに、これらについてのマニュアルの策定を行い、関係者への周知   

徹底、緊急事態対応の訓練等を通じた対応体制の強化を図ること。   

2．事件発生時の対処  

事件発生時には、「飲料水健康危機管理実施要領」に基づき迅速に対応するととも   

に、飲料水の水質異常などの情報を把握した場合には、「飲料水健康危機管理実施要   

領について（平成9年4月10日衛水第162号）」に基づき、ただちに厚生労働省   

宛報告するようにされたい。   

第5 食品等に関する危機管理の対応について  

1．事件発生に備えた事前対処   

（1）店頭陳列等の事前の対策  

品質管理の徹底及び取扱製品の定期点検を行うとともに、流通、店頭における  

次の防止対策を講じるよう、関係方面に周知されたい。   

（ア）流通での病因物質混入等の防止対策  
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商品の保管施設を施錠するなど第三者の立入りの禁止を徹底したり、商品の  

受入れ時において、梱包、包装等の異常の有無の確認や第三者立入りの禁止を  

確保することにより、流通過程において病因物質が混入することのないよう対  

策を講じること。  

（イ）店頭における病因物質混入への対策  

店頭における病因物質混入を防止するため、陳列場所の死角防止及び包装等の  

異常の有無の定期点検を実施し、異常が疑われる製品の除去及び検査を行うこ  

と。  

（2）販売食品等に関する事前の対策  

本年5月の食品衛生法改正により、問題食品の早期特定、排除に資するため、食  

品等事業者に対し、販売食品の仕入元及び販売先（小売りを除く。）等の記録の作  

成・保存の責務が設けられたことから、「食品衛生法第1条の3第2項の食品等事  

業者の記録の作成及び保存に係る指針（ガイドライン）（平成15年8月食安発第  

0829001号）」に基づき指導を徹底すること。   

2．事件発生後の対処  

事件発生時には、食中毒処理要領、食中毒調査マニュアル等に基づき迅速に対応を   

すること。なお、通常の食中毒とは明らかに異なると判断された事例に対しては、国、   

地域保健所との連絡を密接に取りながら適切に対処されたい。  

また、事件発生時には、（財）日本中毒情報センターの保有する中毒情報データベ   

ースシステムから治療等に関する必要な情報を得ることができるので、有効に活用す   

ること。   

第6 地域における健康危機管理体制の確保について  

上記の事項に関して、医療機関、水道施設等の関係施設の点検や連絡体制及び警察、   

消防、医師会等関係機関との連携、情報収集及び提供体制について、「地域保健対策   

の推進に関する基本的な指針（平成6年12月厚生省告示第374号）」及び「地域   

における健康危機管理について～地域健康危機管理ガイドライン～（平成13年3月   

30日健総第17号）」を参考に地域における健康危機管理体制について再確認する   

こと。   

特に、地域における健康危機管理の拠点である保健所においては、管内の医療機関、   

水道・食品関係施設、毒劇物保管施設等において通常と異なる事態が生じた場合や野   

生動物等に異常が生じた場合等において速やかに連絡するよう関係各方面に周知する   

など、健康危機の早期発見と的確な対応をお願いする。   

第7 都道府県等において平素より準備すべき体制及びこれまで発出した通知、情報提  

供等  

以上の事項に関連して、都道府県等における健康危機管理体制における留意事項  

を示すとともに、事件が疑われる場合等の情報源として、これまでに厚生労働省等  

から発出した通知、情報提供等について別紙を提供する。  

旨  
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第8 各項目についての所管課  

第1から第7までの各項目の所管課は、それぞれ以下のとおりである。  

1．第1の1（1）～（3）については、医政局指導課、（4）については、医政  

局経済課、（5）については、医薬食品局安全対策課  

2．第1の2（1）については、健康局総務課地域保健室、（2）については、医  

政局指導課、（3）については、医薬食品局血液対策課  

3．第2の1（1）については、医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室、（2）  

については、医政局指導課、（3）については、医政局指導課  

4．第2の2については、医政局指導課及び医薬食品局審査管理課化学物質安全対  

策室  

5．第3については、健康局結核感染症課  

6．第4については、健康局水道課  

7．第5については、医薬食品局食品安全部監視安全課  

8．第6については、健康局総務課地域保健室  

9．第7については、大臣官房厚生科学課が窓口となる。  
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別紙  

1．体制等  
1）準備すべき資料・情報源等を確認しておく。  

）情報機器等を整備しておく。  2
 
 
 3）定期的に研修・訓練等を行う。  

4）関係自治体の健康危機管理の体制、部署を把握しておく。  
5）都道府県等における健康危機管理実施要領を作成している場合にあっては、 
連絡体制等を再度確認する。  

2．これまで発出した通知、情報提供等  
（1）全般   

ア．国内でのテロ事件発生に係る対応について（平成15年3月20日科発第0320002  

号等通知）   

イ．国内でのテロ事件発生に備えたテロ対策の再点検等について（平成14年10月  
29日科発第1029003号等通知）  

ウ．「米国の同時多発テロ」を契機とする国内におけるテロ事件発生に関する対応  
について（平成13年10月4日付科発第438号等通知）   

エ．各都道府県等健康危機管理実施要領（作成している場合）  
オ．地域保健対策の推進に関する基本的な指針（厚）   
カ．地域における健康危機管理について～地域健康危機管理がイドライン～（厚）  

（2）分野別の事項  
ア．食中毒  

・食中毒健康危機管理実施要領（厚）  
・食中毒処理要領（厚）   

イ．毒劇物  
・財団法人中毒情報センター：  

事務局：0298－56－3566  
情報提供（タナィヤルQ2・有料）  

つくば0990－52－9899 大阪0990－50－2499  
・中毒情報データヘ予－スシステム（CD－ROM・財団法人中毒情報センター・有料）  

・毒劇物盗難等防止マニュアル（厚）  
・毒劇物盗難等防止ガイド（厚）  

ウ．医薬品  

・医薬品等健康危機管理実施要領（厚）  
・「医薬品等の供給、管理等のための計画」についての再点検等について（平成  
15年6月4日医政経発第0604001号通知）   

エ．飲料水  

・飲料水健康危機管理実施要領（厚）  
・水質汚染事故に係る健康危機管理実施要領策定マニュアル（厚）  

オ．感染症  

（ア）厚生労働省通知・事務連絡（厚）  

（1）感染症健康危機管理実施要領  
（2）国内における生物テロ事件発生を想定した対応について（平成13年10  

月11日結核感染症課事務連絡）  

（3）病原性微生物等の管理の強化について（平成13年10月15 日科発第  
456号通知）  

（4）生物テロ事件に関連する医療従事者向けの情報提供について（平成13  
年10月17日結核感染症課事務連絡）  

（5）炭症菌の検査法に関する講習会の開催について（平成13年10月17日  
結核感染症課、総務課地域保健室事務連絡）  
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（6）炭症菌等の汚染のおそれのある郵便物等の取扱いらキついて（平成13年  

10月18日科発第467号、健総発第66号、健感発第61号通知）   
（7）炭症菌等の汚染のおそれのある場合の対応について（平成13年11月16  

日科発第509号、健総発第73号、健感発第75号、病院改発第105号通  

知）   

（8）炭症菌感染症に係る治療薬の健康保険制度上の取扱いについて（平成  

13年11月16日保医発第271号通知）   
（9）感染症の診断・治療ガイドライン（日本医師会雑誌）  

（10）感染症の診断・治療ガイドラインの 追補改訂版の送付について  

天然痘・炭症（平成13年12月13日結核感染症課事務連絡）。  

（11）感染症の診断・治療ガイドラインの追補改訂版の送付について  

野兎病（平成14年5月22日結核感染症課事務連絡）  

（12）感染症の診断・治療ガイドラインの追補改訂版の送付について  
ボツリヌス症（平成14年8月29日結核感染症課事務連絡）  

（13）天然痘テロに備えるための体制整備について（平成15年3月17日健発  

第0317007号通知）  

（14）天然痘対策行動計画の策定について（平成15年4月 28 日健感発第  

0428004号通知）   

（イ）厚生労働省ホームページ（厚）  

（国内の緊急テロ対策関係ホームページ）  

http：／／www．mhlw．go．jp／kinkyu／j－terr．html   

（1）国内でのテロ事件発生に係る対応について（平成15年3月20日科発  

第0320002号等通知）（2003／3／20掲載）   
（2）国内でのテロ事件発生に備えたテロ対策の再点検等について（平成14  

年10月29日科発第1029003号等通知）（2002／10／31掲載）   

（3）「米国の同時多発テロ」を契機とする国内におけるテロ事件発生に関す  

る対応について（平成13年10月4日付科発第438号等通知）  

（2001／10／05掲載）   

（4）「米国の同時多発テロ」を契機とする国内におけるテロ事件発生に関す  

る対応について（平成13年10月8日科発第443号通知）  

（2001／10／09掲載）   

（5）国内における生物テロ事件発生を想定した対応について（平成13年10  

月11日通知）（2001／10／12掲載）   

（6）「米国の同時多発テロ」における炭症菌等の汚染のおそれのある封筒等  

の取扱い方法について（2001／10／15掲載）   

（7）生物兵器テロの可能性が高い感染症について（2001／10／15掲載）   

（8）病原性微生物等の管理の強化について（平成13年10月15日科発第456  

号通知）（2001／10／16掲載）   

（9）炭症に関する意見書（社団法人 日本感染症学会）について  

（2001／10／18掲載）  

（10）炭症菌等の汚染のおそれのある郵便物等の取扱いについて（平成13年  

10月18日科発第467号、健総発第66号、健感発第61号通知）  

（2001／10／18掲載）  

（11）「炭症が疑われる患者の診療のポイント」について（2001／10／26掲載）   



（12）炭症菌等の汚染のおそれのある場合の対応について（平成13年11月16  

日科発第509号、健総発第73号、健感発第75号、病院改発第105号通  

知）（2（）01／11／16掲載）  

（13）炭症菌感染症に係る治療薬の健康保険制度上の取扱いについて  

（平成13年11月16日保医発第271号通知）（2001／11／16掲載）  

（14）＜天然痘、炭症の診断・治療・医療従事者向け＞感染症の診断・治療ガ  

イドラインの追補改訂版の送付について（平成13年12月13日結核感染  

症課事務連絡）（2001／12／27掲載）  

（15）炭症菌等のおそれのある場合の対応について（2002／1／11掲載）  

（16）厚生科学審議会感染症分科会感染症部会 大規模感染症事前対応専門委  

員会報告書  

～生物テロに対する厚生労働省の対応について～（2002／6／3掲載）  

（17）＜野兎病の診断・治療・医療従事者向け＞感染症の診断・治療ガイドラ  
インの追補改訂版の送付について（2002／06／03掲載）  

（18）＜ボツリヌス症の診断・治療・医療従事者向け＞感染症の診断・治療ガ  

イドラインの追補改訂版の送付について（2002／11／06掲載）  

（19）「米国における同時多発テロ事件関係」リンク集  

（ウ）感染症研究所ホームページ  

http：／／www．nih．go．jp／niid／index．html  

（ェ）検疫所ホームページ  

http：／／www．forth．go．jp／  

海外渡航者のための感染症情報  
http：／／www．forth．go．jp／  

動物由来感染症を知っていますか？  
http：／／www．forth．go．jp／mhlw／animal／  

カ．原子力・放射性物質  

・関係自治体の地域防災計画（原子力災害対策編）  

・原子力災害対策マニュアル（暫定版）（原子力災害危機管理関係省庁会議）  

・原子力施設等の防災対策について（原子力安全委員会）  

・緊急被ばく医療のあり方について（原子力安全委員会）  

キ．その他  

・防災基本計画（中央防災会議）  

・NBCテロその他大量殺傷型テロへの対処について  

・WHOの関連サイト  
http：／／www．who．int／emc／pdfs／BIOWEAPONS＿FULLTEXT2．pdf  

http：／／www．who．int／emc／questions．htm  

・広域災害・救急医療情報システム  

http：／／www．wds．emis．or．jp／   

（厚）：厚生労働省作成  
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